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 公社営林事業（複合契約）に係る指名競争入札 

参加者資格審査申請書の提出要領 

 

平成 2６・2７年度において、（財）石川県林業公社が発注する間伐と立木販売を

組み合わせて実施する複合契約による公社営林事業（以下「複合契約事業」という。）

に係る指名競争入札に参加を希望される方は、以下の事項に留意のうえ必要書類を

提出して下さい。 

 

記 

 

１ 申請書の範囲 

次のいずれかに該当する者は、申請書の提出をすることができません。 

（１）石川県内に営業所（本店または支店もしくはこれに準ずるものをいう。）が

ない者。 

（２）成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者。 

（３）地方自治法施行令第１６７条の４第２項各号のいずれかに該当する事実が

あった日以後２年を経過しない者。 

（４）営業に関し、認可、許可、登録等を必要とする場合において、これらを得

ていない者 

（５）申請書提出日の１月前までに納期限の到来した県税（個人県民税を除く。）

を完納していない者。 

（６）合法木材供給事業者でない者。 

 

２ 申請方法 

県内に主たる営業所のある方は、その営業所を所管する林業公社支所（県農林

総合事務所内）まで提出下さい。（「９提出先」を参照して下さい。） 

なお、郵送による申請は受け付けいたしません。 

 

３ 提出書類 

下記（１）～（９）の書類を提出して下さい。 

（１）林業公社営林事業（複合契約）有資格者審査申請書（第 1 号様式） 

（２）取扱事業高明細書（第 2 号様式(総括表)、第 3 号様式（事業区分別表）） 

（３）役職員等調書（第 4 号様式、第 5 号様式、別紙様式(役員名簿)） 

（４）審査資料(第 6 号様式、附表（保有機械一覧）） 

（５）参考資料 

（６）合法木材供給事業者の認定証 

（７）納税証明書（石川県に納付すべき県税にかかるもの。（個人県民税を除く。） 

（８）財務諸表（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個人で財務

諸表を作成していない場合は所得税申告決算書など） 

（９）定款（事業体にあっては規約） 

（10）委任状（委任代理人を定める場合。県外業者のみ該当） 

（11）その他 参考資料（決算書、有資格者証明書等）の提示をお願いすること
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があります 

※複合契約以外の「公社営林事業等指名競争入札参加資格者申請」を行ってい

る申請者は「３ 提出書類の（２）から（５）」の重複する書類については正

副ともに写し（コピー）でも可、（７）から（９）は添付不要とします。 

 

４ 提出部数等 

（１）正本、副本各１部、計２部を提出して下さい。 

（２）申請にあたっては記載事項について説明のできる方がお越し下さい。 

（３）文字は全て楷書で、黒もしくは青インクのペンまたはボールペンで明瞭に

書いて下さい。また、正本には複写機による写し（コピー）は使用しないで

下さい。 

（４）申請書は提出書類（１）から（１０）の順に編てつし、ホッチキス留めと

して下さい。（割印は不要です。）（４）、（５）にあってはとじ込まず、別個に

提出して下さい。 

（５）副本は審査終了後、申請者の控えとして返却します。 

 

５ 提示書類 

申請書類確認のため、次の書類を必ず持参して下さい。 

提示書類 説        明 

契約書等 

（原本） 

・ 取扱事業高明細書に記載した事業の全ての契約書（請書、注文

書、その他事業高を証する書面を含む。）を記載順に提示して下

さい。 

資格証明書等 

（原本） 

・ 役職員数等調書及び審査資料に記載した資格等の証明書 

（なお、参考資料にかかる証拠書類の提出は不要です。） 

その他 

・ 技術職員及び作業員人数が確認できる書類 

・ 営業年数等が確認できる書類 

・ 高性能林業機械を保有していることが確認できる書類等 

・ 前回の資格審査申請書の副本（審査の参考資料として使用。） 

 

６ 提出書類記入上の注意事項 

【有資格者審査申請書】 

（１）照合欄は記載不要です。 

（２）申請年度は、平成 2６・2７年度として下さい。印鑑は今後、林業公社に提

出する書類で使用する印鑑を押印して下さい。 

 

【取扱事業高明細書】 

（１）審査基準日（平成２５年１０月１日）の属する事業年度の前事業年度及び

前々事業年度（事業年度が２年に満たない法人にあっては直前の１事業年度

分）の県内の事業における取扱事業高について記載して下さい。 

（２）工事別表は、工事区分毎、事業年度毎に別葉として作成し、総括表の発注

区分順に従い記載し、発注区分毎に小計を出して下さい。１件の請負金額が

２００万円以上のものにおいては、１件ずつ記載して下さい。また、２００

万円未満のものにおいては、一括計上して構いません。なお、請負代金の額

は消費税額を抜いたものを計上して下さい。（千円未満切り捨て） 
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（３）総括表の工事区分で、治山工事等で土木的工事と造林工事が併存している

工事を同一契約により行った場合は、それぞれの本工事を積算し、その額の

比率により契約額を按分して治山事業の造林工事のみを記載して下さい。 

 

（４）総括表の「発注区分」の「その他官公庁」欄には、国、市町のほか公社等

を含みます。ただし、森林組合等は民間に含めて下さい。 

 

業区分 事  業  内  容 

造林・保育 

新植・補植、雪起こし、下刈り、枝払い、つる切り、除

伐、枝打ち、保育間伐（いしかわ森林環境基金事業による

強度間伐等を含む）、鳥獣害防止施設、その他前記に付帯す

る階段工事や管理歩道開設工事等。（線下伐採、工事に伴う

支障木伐採、松くい虫伐倒駆除等は除く） 

利用間伐 道端までの搬出を伴う間伐・主伐(集材路設置を含む) 

その他 支障木の伐採等の作業 

 

【役職員数等調書】＊審査基準日の前日（平成２５年９月末日）現在 

（１）「技術職員」とは、公社営林事業等の造林事業において、現場代理人となり

得る知識と実務経験（目安として概ね 5 年以上）を有し、「審査基準日前に６

ヶ月を超える恒常的雇用関係にある者」をいいます。 

（２）「作業員」とは、現場作業に従事する者をいいます。 

（３）「技術職員」と「作業員」は、重複することはできません。 

（４）「林業関係の資格を有する技術職員」とは、①基幹林業作業士、②林業技能

作業士、③林業作業士、④あすなろ林業士、⑤あすなろ塾修了者（H24 以降

修了者）、⑥林業普及指導員（旧林業改良指導員）、⑦林業技士、⑧技術士（林

業部門）、⑨フォレストワーカー(林業作業士)、⑩フォレストリーダー(現場管

理責任者)、⑪フォレストマネージャー(総括現場管理責任者)、等の資格を有

する職員をいいます。 

（５）「林業関係の有資格者の延べ人数」欄には、林業関係の資格の種類に応じ、

延べ人数を記載して下さい。また、「２つ以上の有資格者を除いた実人数」欄

には、１人の者が２つ以上の資格を有する場合に、１人としてカウントして

記載して下さい。 

（６）「林業関係有資格者の経歴」欄は、「２つ以上の有資格者を除いた実人数」

欄に記載した人数に応じて、資格者の経歴を記載して下さい。なお、技術者

区分の欄には有資格者が取得したすべての区分の技術者記号を記載して下さ

い。 

 

【審査資料】 

（１）営業年数について 

① 審査基準日の前日（平成２５年９月末日）における営業年数を記載して

下さい。 

② 営業年数の計算は１年単位で計算し、年未満の端数は切り捨てて下さい。 

③ 個人から法人組織に変更したときは、創業欄に個人営業開始年を記載し

て下さい。 
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④ 個人又は法人が営業を継承した場合、前営業の属した期間は通算して下

さい。 

（２）自己資本の額について 

① 法人については、審査基準日の属する事業年度の直前決算又は総会議決

に基づき記載して下さい。ただし、仮決算に基づくものは無効です。 

② 個人において財務諸表を作成していない場合は、所得税申告決算書など

に基づき記載して下さい。 

（３）総資本対自己資本比率について 

自己資本の額を総資本の額で除して得た割合を記載して下さい。記入にあたっ

ては百分率(％)で記入して下さい。（小数点以下第２位を四捨五入） 

（４）流動比率について 

流動資産の額を流動負債の額で除して得た割合を記載して下さい。記入にあた

っては百分率(％)で記入して下さい。（小数点以下第２位を四捨五入） 

（５）総資本対経常利益率 

経常利益の額を総資本の額で除して得た割合を記載して下さい。記入にあたっ

ては百分率(％)で記入して下さい。（小数点以下第２位を四捨五入） 

（６）技術職員数について＊審査基準日の前日（平成２５年９月末日）現在 

① 公社営林事業等において現場代理人となり得る者の人数として、「林業関

係の資格を有する技術職員」及び「資格は有しないが現場代理人となり得る

技術職員」の合計である第３号様式上段「技術職員」欄の人数を記載して下

さい。 

   ②  「林業技術有資格者数」は、第５号様式「２つ以上の有資格者を除いた

実人数」を記載して下さい。 

   ③ 「（９） 作業員人数」と重複しないように記載して下さい。 

（７）取扱事業高明細書について 

第２、３号より転記して下さい。 

（８）林業認定事業体について 

審査基準日の前日（平成２５年９月末日）において「林業労働力の確保の促

進に関する法律」の認定を受けている場合は、認定年月日を記載して下さい。 

（９）林業用機械操作資格者数について 

① 「高性能林業機械オペレータ」欄には、審査基準日の前日（平成２５年

９月末日）において、下記に掲げる高性能林業機械の操作資格を有する人

数を記載して下さい。 

フェラーバンチャ・スキッダ・プロセッサー・ハーベスタ・フォワーダ・ 

タワーヤーダ（スイングヤーダ）・グラップルソー、バックホー、集材機等 

② 「作業員」欄には、審査基準日の前日（平成２５年９月末日）において

現場に従事する作業員の総数を記載し、「機械器具講習者」欄には、刈払機

又はチェンソーの操作講習手帳を有する作業員数を記載して下さい。 

③ 「（６）技術職員数」と重複しないように記載して下さい。 

（10）保有機械一覧表 

審査基準日の前日（平成２５年９月末日）において(９)の①に記載されてい

る機械のうち保有している台数を記載して下さい。 

 

【参考資料】 
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（１）災害活動に関する事項  

「県との災害協定等締結の状況」欄には、審査基準日の前日（平成２５年９

月末日）において、県と災害協定を締結している所属団体名（県と災害協定

を締結している所属団体が複数ある場合はすべての団体名）を記載して下さ

い。該当がない場合は、空欄として下さい。 

（２）企業の技術力に関する事項 

「ＩＳＯ認証等の取り組み状況」欄には、審査基準日の前日（平成２５年

９月末日）において、ＩＳＯ認証（ＩＳＯ９００１、ＩＳＯ１４００１）及

び森林認証（ＦＳＣ等）の取り組みの状況について、取得している認証をす

べて記載して下さい。該当がない場合は、空欄として下さい。 

（３）森林分野技術者教育支援制度ＣＰＤ認定者数 

「森林分野ＣＰＤ認定技術者数」欄には、申請日時点において森林分野技

術者教育支援制度に加入し、ＣＰＤ認定(見込み)の技術者数を記載して下さい。

該当がない場合は、空欄として下さい。 

（４）指名停止等の措置状況 

    平成２４年度及び２５年度（平成２４年４月１日～申請日）における石川

県による指名停止等の措置状況について該当がある場合は、その期間を記載

して下さい。 

該当がない場合は、空欄として下さい。   

（５）労働災害（重大事故）の発生状況 

平成２４年度及び２５年度における休業４日以上の労働災害について、その

発生日、内容について記載して下さい。 

該当がない場合は、空欄として下さい。   

（６）国土緑化（森林の造成・育成に関する）活動及び森林ボランティア活動に

ついて 

平成２４年度及び２５年度における行事（イベント）名、主催団体、活動年

月日、参加人数、活動内容について記載して下さい。該当がない場合は、空欄

として下さい。 

 （７）他の競争入札参加資格申請の状況 

申請日時点において土木部の建設工事等競争入札参加資格審査申請、または

農林水産部治山事業の造林工事に係る指名競争入札参加資格審査申請に申請

している場合は「○」を記載して下さい。該当がない場合は、空欄として下さ

い。 

 

 

【役職員名簿】 

 （１）法人の場合は、非常勤を含む役員（事業協同組合の場合は理事）並びに支

配人及び営業所の代表者を記入して下さい。個人の場合は、その事業主並び

に支配人及び営業所の代表者を記入して下さい。 

（２）年号欄には明治：Ｍ、大正：Ｔ、昭和：Ｓ、平成：Ｈのうち該当する記号

を記載して下さい。性別欄には男性：Ｍ、女性：Ｆのうち該当する記号を記

載して下さい。 

（３）住所欄には住民票記載の住所を記入して下さい。 

（４）申請日時点で記載して下さい。 
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（５）押印する箇所がありますので、忘れずにお願いします。 

＊ 収集した個人情報については、暴力団員等の有無の確認にのみ使用し、その

他の目的には一切使用しません。 

 

７ 提出時期及び有効期間 

（１）期間当初から資格を希望する場合は、 

平成２６年２月３日（月）から平成２６年２月２１日（金）の間に申請できま

す 

  （２）有効期間は、平成２６年４月１日から２８年３月３１日の２年間です 

（３）上記（１）の期間以外の申請は受け付けしません。 

（４）申請内容に変更が生じた場合には変更届を提出願います。 

   

８  審査結果 

 審査結果の通知は、審査終了後、平成２６月５月下旬（予定）に文書にて各業者

の方に送付します。 

 

９ 提出先 

（１）下記にある申請者の所在地を所管する (財)石川県林業公社の各支所（県農

林総合事務所内）まで持参して下さい。 

 

事務所名 所 在 地 電話番号 所管区域 

石川県林業公社

南加賀支所 

〒923-0801 

小松市園町ハ 108-1 
(0761)23-1707 

加賀市・小松市

能美市・能美郡 

石川県林業公社

石川支所森林部  

〒92０-２１２１ 

白山市鶴来本町 4-ﾘｰ 75 
(076)272-1171 

野々市市 

白山市 

石川県林業公社

県央支所  

〒920-8204 

金沢市戸水 2 丁目 30 
(076)204-2100 

金沢市・河北郡 

かほく市 

石川県林業公社

中能登支所  

〒926-0852 

七尾市小島町ニ部 33 
(0767)52-2583 

羽咋郡・羽咋市 

鹿島郡・七尾市 

石川県林業公社

奥能登支所  

〒929-2392 

輪 島 市三井町洲衛 10 部

11-1 

(0768)26-2320 
輪島市・珠洲市

鳳珠郡 

 

（２）その他の方は下記へ持参して下さい。 

〒920-8２０３ 金沢市鞍月２丁目１番地 TEL（０７６）２６７－０４８９ 

(財)石川県林業公社 総務課 

（３）申請書は､ 公社支所(県農林総合事務所) に申し出て下さい｡ 

なお､ 公社のホ－ムペ－ジからも取得できます｡(http://www.ishi-rin.or.jp/) 


